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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  深さによる影響を低減し、短時間のスキャン
で精度よく且つ再現性の高いＭＴＴを得ることができる
超音波診断装置を提供すること。
【解決手段】  造影剤を投与された被検体の一の走査面
に対して、超音波送信部６は造影剤を破壊する強度の超
音波パルスを複数回送信する。超音波受信部５は、被検
体から超音波パルスに基づくエコー信号群を受信し、当
該エコー信号群を加算器５Ｃにより加算して複数のＲＦ
データを生成する。ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、複数
のＲＦデータに基づいて、輝度変化曲線（ＴＩＣ）を計
測し、当該輝度変化曲線に基づいて血流の平均通過時間
（ＭＴＴ）を計測し、表示部２１に表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】造影剤を投与された被検体に対して超音波
を送受波する超音波プローブと、
前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生す
る駆動信号発生手段と、
経時的に変化する各休止期間後に、前記造影剤が破壊さ
れる強度の超音波によるスキャンをそれぞれ行い、且
つ、初回の前記スキャン以降の前記休止期間が３秒以下
になるように構成された、造影剤濃度の時間変化を表す
グラフを求めるためのスキャンシーケンスに基づいて、
前記駆動信号発生手段を制御する制御手段と、
前記超音波プローブで受波された超音波エコーに基づい
て前記時間変化グラフを求める手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】造影剤を投与された被検体に対して超音波
を送受波する超音波プローブと、
前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生す
る駆動信号発生手段と、
休止期間後に前記造影剤が破壊される強度の超音波によ
るスキャンを行い、且つ、同じ長さの休止期間が複数回
生じるように構成された、造影剤濃度の時間変化を表す
グラフを求めるためのスキャンシーケンスに基づいて、
前記駆動信号発生手段を制御する制御手段と、
前記超音波プローブで受波された超音波エコーに基づい
て造影剤濃度の時間変化を表すグラフを生成するもので
あって、同じ長さの休止期間後の前記スキャンにより得
られたデータの累積加算値又は平均値を求め、この累積
加算値又は平均値に基づいて前記時間変化グラフを求め
る計測手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】造影剤を投与された被検体に対して超音波
を送受波する超音波プローブと、
前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生す
る駆動信号発生手段と、
造影剤濃度の時間変化グラフを求めるための所定のスキ
ャンシーケンスに基づいて、前記駆動信号発生手段を制
御する制御手段と、
前記超音波プローブで受波された超音波エコーに対して
検波処理及び対数変換処理を含む処理を施す受信信号処
理手段と、
前記受信信号処理手段の出力に基づいて超音波像を生成
する画像生成手段と、
前記受信信号処理手段又は前記画像生成手段の少なくと
も一方の出力信号に逆対数変換処理を施す逆対数変換手
段と、
前記逆対数変換手段の出力信号に基づいて前記時間変化
グラフを求める計測手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】造影剤を投与された被検体に対して超音波
を送受波する超音波プローブと、
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前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生す
る駆動信号発生手段と、
造影剤濃度の時間変化グラフを求めるための所定のスキ
ャンシーケンスに基づいて、前記駆動信号発生手段を制
御する制御手段と、
前記超音波プローブで受波された超音波エコーに対して
検波処理を含む処理を施すものであって、前記超音波エ
コーに対数変換処理を施した第１信号と、対数変換処理
を施さない第２信号を出力する受信信号処理手段と、
前記第１信号に基づいて超音波像を生成する画像生成手
段と、
前記第２信号に基づいて前記時間変化グラフを求める計
測手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】前記時間変化グラフに基づいて血流の平均
通過時間を求める手段を具備することを特徴とする請求
項１乃至請求項４のうちいずれか１項記載の超音波診断
装置。
【請求項６】前記計測手段は、被検体の対象部位に造影
剤が十分に蓄積される時間経過後に行われる初回の前記
スキャンの結果に基いて、前記初回のスキャンの後に行
われる前記スキャンの値を正規化して前記グラフを生成
するものであることを特徴とする請求項１乃至請求項５
のうちいずれか１項記載の超音波診断装置。
【請求項７】造影剤を投与された被検体に対して超音波
を送受波する超音波プローブと、
前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生す
る駆動信号発生手段と、
造影剤濃度の時間変化を求めるための所定のスキャンシ
ーケンスに基づいて、
前記駆動信号発生手段を制御する制御手段と、
前記超音波プローブの出力に基づいて超音波画像を生成
する画像生成手段と、
前記超音波プローブの出力に基づいて求めた造影剤濃度
の時間変化から血流の平均通過時間を求めるものであっ
て、前記平均通過時間をその測定位置の深さに応じて補
正するように構成された計測手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】造影剤を投与された被検体に対して超音波
を送受波する超音波プローブと、
前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生す
る駆動信号発生手段と、
造影剤濃度の時間変化グラフを求めるための所定のスキ
ャンシーケンスに基づいて、前記駆動信号発生手段を制
御する制御手段と、
前記超音波プローブの出力に基づいて超音波画像を生成
する画像生成手段と、
前記超音波プローブの出力に基づいて造影剤濃度の時間
変化グラフを求めるものであって、前記時間変化グラフ
をその測定位置の深さに応じて補正するように構成され



(3) 特開２００３－６１９５９

10

20

30

40

50

3
た計測手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波造影剤を用
いて血流動態の定量評価を行うことの可能な超音波診断
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断装置は超音波パルス反射法に
より、体表から生体内の軟組織の断層像を無侵襲に得る
医療用画像機器である。この超音波診断装置は、他の医
療用画像機器、例えばＸ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、Ｍ
ＲＩ診断装置、核医学診断装置などに比べ、小型で安
価、リアルタイム表示が可能であり、Ｘ線などの被爆が
なく安全性が高い、血流イメージングが可能などの特長
を有し、心臓、腹部、泌尿器、および産婦人科などで広
く利用されている。近年、超音波診断装置において、例
えば心臓および腹部臓器などの検査で静脈から超音波造
影剤を注入して、血流動態の評価が行われるようになっ
た。静脈からの超音波造影剤注入は侵襲性が低く、この
血流動態の評価法による診断は急速に普及しつつある。
【０００３】また、画像診断における映像化手法が確立
されるにつれ、造影剤を利用した定量評価の研究も盛ん
に行われるようになっている。定量評価による機能診断
は、特に代謝機能を利用した薬剤の研究が盛んな核医学
等で進んでいる。例えば、循環器においては輝度情報の
時間変化をプロットする輝度変化曲線（ＴＩＣ：Ｔｉｍ
ｅ  Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ  Ｃｕｒｖｅ）を利用して、収
縮期相において拡張期末期から最大収縮速度に達するま
での時間や、最大収縮速度などを求め、心筋の機能評価
が行われている。このＴＩＣは、超音波診断装置には勿
論のこと、造影剤が利用可能なＸ線、Ｘ線ＣＴ、ＭＲＩ
でも利用されており、同様に造影剤が利用可能になった
超音波の分野でも利用されるようになっている。
【０００４】さらに、造影剤を用いた他の定量評価法と
して、ＴＩＣを利用して血流の平均通過時間（ＭＴＴ：
Ｍｅａｎ  Ｔｒａｎｓｉｔ  Ｔｉｍｅ：以下、「ＭＴ
Ｔ」と称する。）を計測する手法が知られている。この
ＭＴＴより、臓器の血流動態の評価や、流量計測を定量
的に行うことができる。超音波診断装置においても、造
影剤を用いたＴＩＣ計測、当該ＴＩＣに基づくＭＴＴ解
析といった定量的解析が可能となりつつある。
【０００５】図１４は、ＭＴＴを説明するための図であ
る。図１４において、ＭＴＴは、造影剤を持続投与する
場合、造影剤の投与開始時間と飽和値到達時間の間にお*
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*いて、飽和値とＴＩＣに囲まれた面積を求め、飽和値で
規格化した値で与えられることが知られている。なお、
面積演算と規格化の順序は可逆であり、先に飽和値でＴ
ＩＣを規格化してから面積を求めてもよい。
【０００６】ところで、超音波診断に使用される造影剤
は微小気泡であり、造影剤自身が崩壊、消失するという
特異な物理的な性質を有している。従って、他の診断装
置によるＭＴＴで用いる手法を単純に適用するだけで
は、客観性のある、精度の良い定量評価を実現できな
い。現在では、超音波診断におけるＭＴＴについては盛
んに研究されている。例えば、超音波造影剤検査におけ
る生体減衰の影響や施行毎の造影剤濃度のばらつきの問
題に関しては、飽和値による規格化で回避できることが
一般に知られている。
【０００７】しかし、超音波診断装置におけるＭＴＴの
実用化においては、例えば次の様な解決すべき問題点が
ある。
【０００８】まず、ビーム形状の不均一を原因としたＭ
ＴＴのばらつきがある。すなわち、一般に深さ方向に関
してビーム形状が不均一である場合、ビーム形状の異な
る２点の領域同士を評価しても、微小気泡の崩壊、消失
可能な体積が異なる。この場合、例え深さによらず同レ
ベルの血流動態をもった臓器に対し、ビーム形状の異な
る領域のＴＩＣを作成しても、得られる飽和値すなわち
最大値が異なるため、規格化されたＴＩＣは一致せず、
結果深さに応じてＭＴＴが異なる。
【０００９】また、造影剤バブルを使用することから、
他の医療機器によるＴＩＣ計測と比較した場合、より多
くの計測時間を必要とする。すなわち、超音波が照射さ
れると、照射面内の微小気泡は崩壊・消失する。そのた
め、ＴＩＣを求めるのに必要なサンプル時間でのデータ
を得るために、微小気泡が照射面内にあらたに充満され
るのを待ってから超音波を照射しなければならない。フ
ラッシュ・エコー法による診断においてＴＩＣ計測する
場合には、各間歇時間間隔に対応したデータ群が必要で
ある。また、ＴＩＣを求めるための時間サンプリング数
を増大させると、サンプリング時間間隔に応じた累積時
間分だけ、対象とする断面を維持し続ける必要が生じ
る。例えば、２０［ｓｅｃ］までのＴＩＣを１［ｓｅ
ｃ］おきの時間サンプリングで作成する場合、Ｘ線造影
やＸ線造影ＣＴでは単純に経過時間２０［ｓｅｃ］掛か
るだけであるのに対して、超音波造影剤ではスキャンす
るたびに造影剤である微小気泡が消失、崩壊されてリセ
ットされるために、

      １＋２＋３＋…＋１８＋１９＋２０＝２１０［ｓｅｃ］
                                      ＝３．５［ｍｉｎ］

だけかかることになる。その間操作者は断面を維持し続
けなければならない。モニターモードと呼ばれる微小気
泡を崩壊、消失をさせないような低音圧でのスキャン

で、断面を確認することが可能であるものの、絶対的な
プローブ保持時間が長いため、スキャン断面を同位置で
固定し続けるのは困難である。ましてや超音波造影剤の
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長時間の投与、それに伴う検査時間の長時間化は、医師
や操作者、患者にとって不利益である。
【００１０】さらに、崩壊、消失しにくい種類の造影剤
を用いた場合、あるいは造影剤の濃度が高い場合、ある
いは送信音圧が低い場合など、微小気泡が充分に崩壊、
消失できない場合がある。この様に気泡が充分に崩壊、
消失しない場合には、例えば次のような不都合が生じ
る。
【００１１】第１に、得られるＭＴＴは、深さによって
異なるものとなってしまう。対象臓器で血流の流量率が
深さに依らず一定であるとしても、深さ方向へＲＯＩ
（関心領域）の選択位置が変われば、微小気泡を通過、
破壊していく過程、或いは生体内を通過していく過程
で、送信超音波が反射、散乱等により減衰を受けるた
め、深さに応じて微小気泡の崩壊、消失率が変わるから
である。第２に、微小気泡が残存していては、次の間歇
送信で得られた信号に残存気泡分のオフセットが含まれ
ることになり、正確な微小気泡流入量すなわち血流量を
正確に得ることができず、結局正確なＭＴＴを求めるこ
とができない。第３に、前述したように、送信超音波の
減衰や反射波してきた超音波の減衰によりある深さ以降
から信号がほとんど返ってこないため、画像上で影を引
く、いわゆるシャドーイングと呼ばれる現象により、評
価できない領域が存在することになる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情を
鑑みてなされたもので、深さによる影響を低減し、短時
間のスキャンで精度よく且つ再現性の高いＭＴＴを得る
ことができる超音波診断装置を提供することを目的とし
ている。
【００１３】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するため、次のような手段を講じている。
【００１４】本発明の第１の視点は、造影剤を投与され
た被検体に対して超音波を送受波する超音波プローブ
と、前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発
生する駆動信号発生手段と、経時的に変化する各休止期
間後に、前記造影剤が破壊される強度の超音波によるス
キャンをそれぞれ行い、且つ、初回の前記スキャン以降
の前記休止期間が３秒以下になるように構成された、造
影剤濃度の時間変化を表すグラフを求めるためのスキャ
ンシーケンスに基づいて、前記駆動信号発生手段を制御
する制御手段と、前記超音波プローブで受波された超音
波エコーに基づいて前記時間変化グラフを求める手段と
を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
【００１５】本発明の第２の視点は、造影剤を投与され
た被検体に対して超音波を送受波する超音波プローブ
と、前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発
生する駆動信号発生手段と、休止期間後に前記造影剤が
破壊される強度の超音波によるスキャンを行い、且つ、
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同じ長さの休止期間が複数回生じるように構成された、
造影剤濃度の時間変化を表すグラフを求めるためのスキ
ャンシーケンスに基づいて、前記駆動信号発生手段を制
御する制御手段と、前記超音波プローブで受波された超
音波エコーに基づいて造影剤濃度の時間変化を表すグラ
フを生成するものであって、同じ長さの休止期間後の前
記スキャンにより得られたデータの累積加算値又は平均
値を求め、この累積加算値又は平均値に基づいて前記時
間変化グラフを求める計測手段とを具備することを特徴
とする超音波診断装置である。
【００１６】本発明の第３の視点は、造影剤を投与され
た被検体に対して超音波を送受波する超音波プローブ
と、前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発
生する駆動信号発生手段と、造影剤濃度の時間変化グラ
フを求めるための所定のスキャンシーケンスに基づい
て、前記駆動信号発生手段を制御する制御手段と、前記
超音波プローブで受波された超音波エコーに対して検波
処理及び対数変換処理を含む処理を施す受信信号処理手
段と、前記受信信号処理手段の出力に基づいて超音波像
を生成する画像生成手段と、前記受信信号処理手段又は
前記画像生成手段の少なくとも一方の出力信号に逆対数
変換処理を施す逆対数変換手段と、前記逆対数変換手段
の出力信号に基づいて前記時間変化グラフを求める計測
手段とを具備することを特徴とする超音波診断装置であ
る。
【００１７】本発明の第４の視点は、造影剤を投与され
た被検体に対して超音波を送受波する超音波プローブ
と、前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発
生する駆動信号発生手段と、造影剤濃度の時間変化グラ
フを求めるための所定のスキャンシーケンスに基づい
て、前記駆動信号発生手段を制御する制御手段と、前記
超音波プローブで受波された超音波エコーに対して検波
処理を含む処理を施すものであって、前記超音波エコー
に対数変換処理を施した第１信号と、対数変換処理を施
さない第２信号を出力する受信信号処理手段と、前記第
１信号に基づいて超音波像を生成する画像生成手段と、
前記第２信号に基づいて前記時間変化グラフを求める計
測手段とを具備することを特徴とする超音波診断装置で
ある。
【００１８】本発明の第５の視点は、造影剤を投与され
た被検体に対して超音波を送受波する超音波プローブ
と、前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発
生する駆動信号発生手段と、造影剤濃度の時間変化を求
めるための所定のスキャンシーケンスに基づいて、前記
駆動信号発生手段を制御する制御手段と、前記超音波プ
ローブの出力に基づいて超音波画像を生成する画像生成
手段と、前記超音波プローブの出力に基づいて求めた造
影剤濃度の時間変化から血流の平均通過時間を求めるも
のであって、前記平均通過時間をその測定位置の深さに
応じて補正するように構成された計測手段とを具備する
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7
ことを特徴とする超音波診断装置である。
【００１９】本発明の第６の視点は、造影剤を投与され
た被検体に対して超音波を送受波する超音波プローブ
と、前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発
生する駆動信号発生手段と、造影剤濃度の時間変化グラ
フを求めるための所定のスキャンシーケンスに基づい
て、前記駆動信号発生手段を制御する制御手段と、前記
超音波プローブの出力に基づいて超音波画像を生成する
画像生成手段と、前記超音波プローブの出力に基づいて
造影剤濃度の時間変化グラフを求めるものであって、前
記時間変化グラフをその測定位置の深さに応じて補正す
るように構成された計測手段とを具備することを特徴と
する超音波診断装置である。
【００２０】このような構成によれば、短時間のスキャ
ンで精度よく且つ再現性の高いＭＴＴを得ることができ
る超音波診断装置を実現することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１実施形態乃至
第５実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説
明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素に
ついては、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にの
み行う。
【００２２】（第１実施形態）まず、第１の実施形態に
係る超音波診断装置１００の構成を、図１を参照しなが
ら説明する。本実施形態に係る超音波診断装置１００
は、後述するようにＲＦデータ（整相加算後のデータ）
を利用してＴＩＣ・ＭＴＴ計測を行うものである。
【００２３】図１は、超音波診断装置１００のブロック
構成図を示している。図１に示すように、本超音波診断
装置１００は、心電計（ＥＣＧ）１、超音波プローブ
４、装置本体２２、操作パネル１５、入力装置３５とか
ら構成されている。以下、各構成構成要素について説明
する。
【００２４】心電計（ＥＣＧ：ＥｌｅｃｔｒｏＣａｒｄ
ｉｏＧｒａｍ）１は、被検体の心臓の電気現象の時間的
変化を記録したグラフ、すなわち心電図を計測する。当
該心電計１で検出された心電波形信号は、アンプ２を介
して参照データメモリ３に送られ、必要であればメモリ
合成部１１を介して表示部２１に送られ、心電波形とし
て表示される。
【００２５】超音波プローブ４は、圧電セラミック等の
音響／電気可逆的変換素子としての圧電振動子を有す
る。複数の圧電振動子は並列され、プローブ４の先端に
装備される。
【００２６】操作パネル１５は、装置本体２２に接続さ
れ、オペレータからの各種指示・命令・情報を装置本体
２２にとりこむための、関心領域（ＲＯＩ）の設定など
を行うための入力装置３５（マウス１３やトラックボー
ル１４、モード切替スイッチ１６、キーボード１７等）
が設けられる。
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【００２７】装置本体２２は、アンプ２、参照データメ
モリ３、超音波受信部５、超音波送信部６、レシーバ部
７、、ＢモードＤＳＣ部８、ＣＦＭユニット９、ＣＦＭ
モードＤＳＣ部１０、メモリ合成部１１、フレームメモ
リ１２、タイミング信号発生器１８、トリガ信号発生器
１９、制御回路（ＣＰＵ）２０、表示部２１、ＴＩＣ・
ＭＴＴ計測部２５、記憶部２７、Ｂモードユニット３
０、を有している。
【００２８】超音波送信部６は、パルス発生器６Ａ、送
信遅延回路６Ｂ、パルサ６Ｃとを有し、プローブ４に接
続される。
【００２９】パルス発生器６Ａは、例えば５ｋＨｚのレ
ート周波数ｆｒ  Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）でレートパ
ルスを繰り返し発生する。このレートパルスはチャンネ
ル数に分配され、送信遅延回路６Ｂに送られる。送信遅
延回路６Ｂは、超音波をビーム状に集束し且つ送信指向
性を決定するのに必要な遅延時間を各レートパルスに与
える。なお、送信遅延回路６Ｂには、トリガ信号発生器
１９からのトリガがタイミング信号発生器１８を介して
タイミング信号として供給される。パルサ６Ｃは、送信
遅延回路６Ｂからレートパルスを受けたタイミングでプ
ローブ４にチャンネル毎に電圧パルスを印加する。これ
により超音波ビームが被検体に送信される。
【００３０】なお、モード切替スイッチ１６を用いてＭ
ＴＴモードを選択することで、フレーム間の送信間隔は
事前にプログラムされた走査シーケンスにより走査を開
始する。
【００３１】上記の如く送信され、被検体内の音響イン
ピーダンスの不連続面で反射した反射波は、プローブで
受信される。プローブ４からチャンネル毎に出力される
エコー信号は、超音波受信部５に取り込まれる。
【００３２】超音波受信部５は、プリアンプ５Ａ、Ａ／
Ｄ変換器５Ｂ、受信遅延回路５Ｃ、加算器５Ｄを有す
る。プリアンプ５Ａは、プローブ４を介して超音波受信
部５に取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増幅す
る。増幅されたエコー信号は、受信遅延回路５Ｃにより
受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与えられ、
そして加算器５Ｄで加算される。この加算により、エコ
ー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調
される。この受信指向性と送信指向性とにより超音波送
受信の総合的な指向性が決定される。この指向性は、一
般的には走査線と称されている。この様な一連の処理を
受けたエコー信号は、当該超音波受信部５からレシーバ
部７に送られる。  レシーバ部７は、位相検波を行い、
所望の周波数帯域の信号をエコーフィルタにより抽出す
る。抽出されたデータをＩＱデータと呼ぶことにする
と、当該ＩＱデータは、当該レシーバ部７からＢモード
ユニット３０からカラーフローマッピング（ＣＦＭ）ユ
ニット９に送られる。
【００３３】Ｂモードユニット３０は、包絡線検波回路
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３０Ａ、対数変換器３０Ｂから構成される。包絡線検波
回路３０Ａは対数変換器３０Ｂからの出力信号の包絡線
を検波する。こうして検波されたデータは、Ｂモード検
波データと称される。対数変換器３０Ｂは、Ｂモード検
波データに対して対数変換による圧縮処理を施す。な
お、以下の説明では、包絡線検波及び対数変換前の信号
はＩＱデータと呼び、包絡線検波及び対数変換後のデー
タをＢモードラスタデータと呼ぶ。
【００３４】カラーフローマッピング（ＣＦＭ）ユニッ
ト９は、図示しないが、位相検波回路、アナログディジ
タルコンバータ、ＭＴＩフィルタ、自己相関器、演算部
から構成され、ドプラ効果による血流成分を抽出し、平
均速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求め
る。血流情報はＣＦＭモードＤＳＣ部１０、メモリ合成
部１１を介して表示部２１に送られ、平均速度画像、分
散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像としてカ
ラー表示される。
【００３５】制御回路（ＣＰＵ）２０は、システム全体
の制御中枢として、本超音波診断装置の動作に関する制
御、特に後述する間歇送信による超音波画像診断に関す
る制御を行う。
【００３６】ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、加算器５Ｄ
によって整相加算されレシーバ部７による処理前のＲＦ
データ等に基づいて、ＴＩＣ（Time Intensity Curve：
時間－輝度変化曲線）の計測及びＭＴＴ（Mean Transit
 Time：平均通過時間）の計測を実行する。このＴＩＣ
・ＭＴＴ計測２５によって実行されるＴＩＣ・ＭＴＴ計
測処理は、後で詳しく説明する。
【００３７】Ｂモードディジタルスキャンコンバータ
（ＤＳＣ）部８、ＣＦＭディジタルスキャンコンバータ
（ＤＳＣ）部１０は、Ｂモードユニット３０から入力し
た超音波スキャンの走査線信号列を、空間情報に基づい
た直交座標系のデータに変換する。ビデオフォーマット
変換は、メモリ合成部１１から表示部２１へデータを送
る際に行われる。
【００３８】メモリ合成部１１は、種々の設定パラメタ
の文字情報、目盛、または後述するガイダンス画像等を
一フレームに合成し、テレビなどに代表される一般的な
ビデオフォーマットの走査線信号列への変換処理を施
し、ビデオ信号として表示部２１に出力する。
【００３９】表示部２１では、生体内の形態学的譲歩
や、血流情報を画像として表示する。また、造影剤を用
いた場合には、造影剤の空間的分布、つまり血流或いは
血液の存在している領域を求めた定量的な情報量に基づ
いて、輝度画像やカラー画像として表示する。フレーム
メモリ１２は、メモリ合成部１１のデジタルデータ出力
を記憶するために具備される。
【００４０】記憶部２７は、微小気泡を崩壊、消失可能
な音圧に対する空間の大きさを示す音場Ｖを深さＤ毎に
記憶する記憶手段である。なお、音場Ｖの値は、周波
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数、フォーカス点、ＭＩ値などプローブ４から照射する
超音波のパラメータを制御して、事前の計測或いはシミ
ュレーションによって決定される。記憶部２７は、ハー
ドディスク、ＦＤ、ＣＤ、ＭＤなど、電子データを保
存、提供できる形態であればよい。
【００４１】（ＴＩＣ・ＭＴＴ計測）次に、本超音波診
断装置が実行するＴＩＣ計測処理及びＭＴＴ計測処理に
ついて説明する。なお、ＴＩＣ及びＭＴＴの各計測処理
は、ＣＰＵ２０の制御に基づきＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２
５によって実行される。
【００４２】図２は、本超音波診断装置が実行するＴＩ
Ｃ・ＭＴＴ計測の処理手順を示したフローチャートであ
る。図３は、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測の処理によって得られ
るＴＩＣ及びＭＴＴを説明するための図である。
【００４３】図２において、まず、コントラストエコー
法によるスキャンが実行される（ステップＳ１）。
【００４４】但し、現在用いられている超音波造影剤を
構成する微小気泡は、映像化のための超音波照射によっ
て崩壊、消失するため、他の医療用画像機器で実行され
るような連続したスキャンは適切ではない。本超音波診
断装置では、例えば図３上段に示す様なシーケンスに基
づいてスキャンを実行する。
【００４５】（１）まず、造影剤の注入を開始する。造
影剤は、静脈に静かに一定量ずつ注入される。（或い
は、急速注入し、血流の循環により造影剤濃度が安定す
るまで待つ。）
（２）続いて、超音波プローブで対象臓器を確認し、送
受信を行い観察エリアの微小気泡を割ってリセットす
る、あるいは観察エリア造影剤を供給する供給源の血管
を狙って微小気泡を割ってリセットする（図３時刻ｔ
０）。このとき、微小気泡が充分に充満している場合
は、その時得られたハーモニック成分が最大値となる。
【００４６】（３）図３に示すように、所望の時間間隔
だけ送信を停止（休止）し、設定した時間に達したとき
に１フレーム分の送受信を実施し、それまでに流入した
微小気泡からのハーモニック成分を得る。この送受信
は、同一断面に関して複数回実行される。なお、この様
に所望の時間間隔をおいた超音波送信は、間歇送信ある
いはフラッシュ・エコー（Ｆｌａｓｈ  Ｅｃｈｏ）法と
呼ばれる。このような間歇送信によって例えば腹部を診
断する場合には、初回のスキャン以降の送信休止期間
は、３秒以下に設定することが好ましい。  この様な間
歇送信によれば、診断対象の臓器に超音波造影剤を充分
に溜めてから超音波照射を行い、造影剤を積極的に崩
壊、消失させてることで、微小気泡からの強信号を得る
ことができる。また、同一断面に関して複数回繰り返さ
れるスキャンは、マルチショットと呼ばれる。このマル
チショットにより、微小気泡残存による影響を解消する
ことができる。
【００４７】（４）前記送受信により、観察エリアの微
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小気泡が崩壊、消失する。そこであらためてリセットさ
れたとみなし、先ほどと異なった時間間隔の間だけ送信
を止め、あらたに設定した所望の時間に達したときに１
フレーム分の送受信を実施してハーモニクス成分を得
る。
【００４８】（５）上記（３）、（４）を様々な間歇時
間間隔で繰り返し、異なる送信停止時間間隔のフレーム
情報を収集する。
【００４９】尚、本超音波診断装置においては、以上述
べたスキャンシーケンスの他に、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測時
間を短縮するためのスキャンシーケンスも実行可能であ
る。これについては、後で詳説する。
【００５０】次に、表示部２１に表示された超音波画像
に対して、ＴＩＣ計測或いはＭＴＴ計測による評価を所
望する領域（以下、「評価エリア」と称する。）の指定
を行う（ステップＳ２）。この指定は、操作パネル１５
のマウス１３やトラックボール１４等からの入力によっ
て実行される。
【００５１】次に、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、ステ
ップＳ２におけるスキャンによって収集された各超音波
画像毎のエコー信号の上記評価エリアに対応するデータ
（第１の実施形態では、ＲＦデータ）に対して、濃度
（輝度値）の代表値を演算し、縦軸を濃度、横軸を間歇
送信時間とした座標平面に各代表値をプロットすること
で、例えば図３中段に示すＴＩＣが計測される（ステッ
プＳ３）。得られたＴＩＣは、メモリ合成部１１を介し
て表示部２１に表示される。本ステップにＳ３における
ＴＩＣ計測処理は、対数変換器３０Ｂによって対数圧縮
を受ける前のエコー信号に基づいて作成される。また、
ステップＳ２とステップＳ３は、並行して実行される場
合もある。
【００５２】なお、一般に造影剤は、投与濃度や投与
量、投与速度、あるいは組織性状の個体差、超音波診断
装置間の性能差により信号値がばらつくため、ＴＩＣの
信号値の絶対値は意味をなさない。通常では、例えば基
準値に対する相対値や、輝度の時間変化などのパラメー
タが評価に利用される。
【００５３】また、本実施形態では、ＴＩＣ・ＭＴＴ計
測部２５はＲＦデータに基づいてＴＩＣ計測処理を実行
した。これに加え後述する各実施形態では、ＴＩＣ・Ｍ
ＴＴ計測部２５は、本ステップＳ３においてＩＱデータ
（レシーバ部７により位相検波され、Ｂモードユニット
３０或いはＣＦＭユニットによる処理前のデータ）、Ｂ
モード検波データ（包絡線検波回路３０Ａにより包絡線
検波を受けたが、対数変換器３０Ｂにより対数変換を受
ける前のデータ）、Ｂモードラスタデータ（Ｂモードユ
ニット３０により包絡線検波及び対数変換を受け、ＤＳ
Ｃ部８により直交変換を受ける前のデータ）、Ｂモード
直交変換データ（ＢモードＤＳＣ部８により直交座標変
換を受けたデータ）のそれぞれのデータに基づいて当該
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処理を行う。
【００５４】次に、ＴＩＣに基づいてＭＴＴ計測が実行
される（ステップＳ４）。ＭＴＴは、図３下段に示す、
ＴＩＣにおける飽和値（濃度の最大値）によって規格化
された規格化ＴＩＣから求めることができる。すなわ
ち、図３の規格化ＴＩＣにおいて、ＭＴＴは、造影剤投
与開始時刻と飽和値に到達した時刻までの最大値１と規
格化ＴＩＣとが囲むエリア（図３の規格化ＴＩＣに示す
斜線エリア。以下、「ＭＴＴエリア」と称する。）の面
積によって与えられる。当該ＭＴＴエリアは、ＴＩＣの
情報に基づきＣＰＵ２０によって装置により自動的に指
定されるか、或いは操作パネル１５のマウス１３やトラ
ックボール１４等により操作者によりマニュアルで設定
する構成であってもよい。
【００５５】なお、図３の規格化ＴＩＣによって求めら
れたＭＴＴの単位はｓｅｃである。このＭＴＴは、規格
化ＴＩＣのみではなく、例えば図３中段の規格化されて
いないＴＩＣからも算出することができる。すなわち、
図３中段のＴＩＣにおいて、ＴＩＣの立ち上がり時刻
（造影剤からの信号が検出され始めた時刻）から飽和値
に到達した時刻までの範囲で最大値とＴＩＣが囲むエリ
アの面積を求め、得られた面積を飽和値で規格化するこ
とでも求めることができる。
【００５６】さらに、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５におい
ては、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測のみならず、例えば次に示す
ような生体情報も計測することが可能である。
【００５７】図４は、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５が計測
可能な生体情報ＭＴＢ（Mean Transit Beat）を示した
図である。同図においては、縦軸を濃度、横軸を心拍数
としている。当該ＭＴＢを計測するには、図３のステッ
プＳ１、ステップＳ２についてはＭＴＴ計測の場合と同
様の処理を行い、ステップＳ３においてＥＣＧ１が計測
する信号に基づいて、縦軸を濃度、横軸を心拍数とした
座標平面に画像毎の代表値のプロットを行えばよい。こ
のＭＴＢの利点は、心拍数が年齢や体型により個々人に
より異なる影響を取り除く効果が期待できることであ
る。
【００５８】以上述べた様に、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２
５が行うＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理では、対数変換による
圧縮前の信号が使用される。従って、対数圧縮によるデ
ータの情報量減少の影響を受けることが無く、豊富な情
報量によってＴＩＣ・ＭＴＴ計測を精度良く実施するこ
とができる。
【００５９】また、対数圧縮前の信号に基づくＴＩＣ
は、図３に示したように理想的にはより直線状になると
考えられる。従って、従来と比較して容易にフィッティ
ング処理を行うことができる。
【００６０】（補正機能）次に、本超音波診断装置が有
する、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測における補正機能について説
明する。
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【００６１】本超音波診断装置は、ビーム形状によるＭ
ＴＴへの影響、特に深さ方向のビームの差異によって生
じるＭＴＴへの影響を補正するための機能を有してい
る。本機能により、さらに信頼性の高いＴＩＣ・ＭＴＴ
計測が実現される。
【００６２】図５は、得られたＭＴＴに対して行う補正
処理を説明するための図である。図５（ａ）に示すよう
に、プローブ４が照射する超音波ビームの形状は、深さ
によって異なる。例えば、一次元アレイプローブでは、
レンズによってスライス厚方向にフォーカスが行われ、
ビーム厚は深さによって異なるものとなる。従って、例
えば被検体内の位置Ａからのエコー信号に基づいて計測
するＴＩＣ（以下、Ａ－ＴＩＣと称する。）と、位置Ｂ
からのエコー信号に基づいて計測するＴＩＣ（以下、Ｂ
－ＴＩＣと称する。）とは、たとえ造影剤の分布が均一
であっても図５（ｂ）に示すように異なるものとなる。
【００６３】そこで、本超音波診断装置では、超音波プ
ローブ４から照射されるビームの形状を深さごとに調整
するような補正をＭＴＴに施す。例えば基準をフォーカ
ス点の位置Ｂに置いた場合、図５（ｃ）に示すように、
Ａ－ＴＩＣによって得られたＭＴＴ（以下、ＭＴＴ
（Ａ））に微小気泡を崩壊、消失可能な音圧以上の音場
のサンプルボリュームを乗ずることで、深さによってこ
となる音場を原因としたＭＴＴのばらつきを補正する。
すなわち、基準とする深さＢにおける微小気泡を崩壊、
消滅可能な音場サンプルボリュームＶ（Ｂ）とし、補正
の対象とする深さＡ位置の微小気泡の崩壊、消滅可能な
音場のサンプルボリュームをＶ（Ａ）とした場合、Ｖ
（Ｂ）／Ｖ（Ａ）を深さＡにおいて得られたＭＴＴ値に
積算することで、ビーム形状を原因とするＭＴＴのばら
つきを補正する。この補正処理は、ＣＰＵ２０が送信条
件に対応する補正係数を記憶部２７から読み出し、ＭＴ
Ｔに乗ずることで実行される。
【００６４】この様に、超音波プローブ４から照射され
るビームの形状を深さごとに調整するような補正をＭＴ
Ｔに施すことで、ＭＴＴのばらつきを抑えることがで
き、定量評価の精度を向上させることができる。
【００６５】また、最初に選択された評価対象領域を操
作者が指定した場合、指定された位置を基準として、前
記微小気泡を崩壊、消失可能な音圧に対する空間がほぼ
等価なエリアを図６に示すように画像上に表示し、その
エリアのみＭＴＴの評価を許可する構成であることが好
ましい。この場合、評価領域が限定されることになる
が、操作者の誤った評価を回避することが可能となる。
但し、エリアの選択に用いるフレームデータは、スキャ
ン断面内に造影剤が充分に溜まったときに得られたもの
へ適用される。
【００６６】（ＴＩＣ・ＭＴＴ計測時間短縮のためのス
キャンシーケンス）次に、本超音波装置によって実現さ
れる、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測の時間を短縮するためのスキ
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ャンシーケンスについて説明する。本スキャンシーケン
スは、予め設定されたプログラムに従って、ＣＰＵ２０
が超音波送信系（トリガ発生器１９、タイミング信号発
生器１８、超音波送信部６）を制御することによって実
現される。
【００６７】通常、対象とする組織に流入した血液が、
組織内の毛細血管などの血管系を通過して一定流量で流
出していく場合、理想的にはＴＩＣの立ち上がり部分の
信号強度の時間変化は、線形に増大し、造影剤の量が血
液に飽和した時点で一定値に達する（例えば、図３下段
図参照）。
【００６８】この点に着眼し、本シーケンスは飽和値、
初期値、およびＴＩＣ立ち上がり部分の傾きを求め、立
ち上がり時刻、飽和値到達時刻を得ることで、ＭＴＴを
算出するためのものである。従って、すべて網羅するよ
うなサンプル点をとることなく、ＴＩＣの立ち上がり部
分からＴＩＣ・ＭＴＴ作成を行うので、データ収集時間
を短縮することが可能となる。
【００６９】図７は、本超音波診断装置が実行するスキ
ャンシーケンスと、当該スキャンシーケンスによって得
られたエコー信号に基づいて計測されたＴＩＣを説明す
るための図である。
【００７０】図７において、縦軸は音圧強度、横軸は時
刻を示し、各矢印は断面スキャンを示す。また、時刻ｔ
０からｔ１は通常実施されるＢモードやカラーモードと
いった連続送信のスキャンシーケンスを、時刻ｔ１以降
はＴＩＣ・ＭＴＴ解析のための間歇送信の本スキャンシ
ーケンスを示している。ここで、通常実施されるスキャ
ンシーケンスとは、通常の映像化のためのスキャンシー
ケンス、あるいはスキャン断面内の造影剤を消失、崩壊
させ、リフレッシュするためのスキャンシーケンス等を
意味する。
【００７１】以下説明をわかりやすくするため、図７に
おいて時刻ｔ１以降は、例えば、造影剤が２０［ｓｅ
ｃ］で飽和するとして、２０［ｓｅｃ］までのＴＩＣを
１［ｓｅｃ］おきの時間サンプリングで作成するものと
する。なお、この場合、従来の手法によれば、スキャン
するたびに造影剤である微小気泡が消失、崩壊されてリ
セットされるために、合計１＋２＋３＋…＋２１０＝
［ｓｅｃ］かかることになる。
【００７２】図７において、まず超音波造影剤が投与さ
れる。この造影剤は、時刻ｔ１にて投与を開始するか、
時刻ｔ１以前に静脈から持続投与されており、ゆっくり
と血液中に一定量ずつ注入される。時刻ｔ１以後、スキ
ャン断面に充分に微小気泡が溜まるまで（今の場合、時
刻ｔ２までであり、時刻ｔ１とｔ２との時間間隔は、少
なくとも１０秒以上。）待機する。この間超音波の送信
は行わなくても良いが、実時間で微小気泡が溜まってい
く様子を観察したり、断面のずれを制御する場合には、
微小気泡を崩壊、消失させないような低音圧でのモニタ



(9) 特開２００３－６１９５９

10

20

30

40

50

15
リングスキャンを実行してもよい。
【００７３】続いて、微小気泡が充分に充満した時刻ｔ
２において、最初の映像化のための間歇送信である高音
圧でのスキャンを行い、スキャン断面内の微小気泡を崩
壊、消失させ、飽和値に関するフレームデータを収集す
る。本フレームデータは微小気泡の崩壊、消失によるハ
ーモニック成分と生体軟組織からのハーモニック成分と
を含む。収集された絶和値のフレームデータは、フレー
ムメモリ１２に記憶される。なお、当該スキャンは、微
小気泡の完全な崩壊、消失を保証するために数断面スキ
ャン（マルチショットスキャン）であっても良い。
【００７４】続いて、時刻ｔ２から１秒後（微小気泡が
再灌流する前）の時刻ｔ３に、生体軟組織のみからの信
号を収集するためのスキャンおよびデータ収集を行う。
この時刻ｔ３でのフレームデータは、ＴＩＣにおける初
期値となる。データ値のばらつきを避ける観点から、同
間歇送信間隔で複数回スキャンを行い、その平均値を採
用する構成であってもよい。
【００７５】時刻ｔ３以後、事前に設定された間歇送信
シーケンスに従って自動的に間歇送信が実行される。こ
こでの間歇送信は、時間間隔の短い間歇送信を少なくと
も２種以上の時間間隔で行う。このとき、時間間隔の最
も短い間歇送信から順番に２種類以上選択することとす
れば、計測時間の短縮化を図ることができる。本実施形
態ではこの事情に鑑み、同図７に示すように、時刻ｔ２
以後１秒間隔の間歇送信と２秒間隔のスキャンシーケン
スとが実行されている。
【００７６】なお、上述した時間間隔の短いものから順
次行う間歇送信は、同一の時間間隔で複数回のパルス送
信を実行することが好ましい。サンプリング数を増やす
ことで、データのばらつきを抑制し、精度を高めること
ができるからである。
【００７７】ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、前記初期値
と、飽和値と、求められた特定の間歇時間における傾き
で得られる直線との交点ＴＩＣの立ち上がり時刻および
から飽和値到達時刻を求め、これに基づきＴＩＣを作成
し、ＭＴＴに相当する面積を演算する。このとき、ＴＩ
Ｃの立ち上がり部分に基づくＴＩＣの作成は、線形近似
を使用することができる。しかしこれに限定されず、シ
ステムの特性に合わせた近似法を用いてもよい。例え
ば、一般に知られている高次関数の近似や、スプライン
近似、指数関数近似などを利用する構成が考えられる。
【００７８】本スキャンシーケンスに従えば、例えば、
最初に２０［ｓｅｃ］、後１［ｓｅｃ］の間歇送信と２
［ｓｅｃ］の間歇送信を、変動を抑えるために３回ずつ
行ったとすると、スキャンに要する時間は、２０＋（１
＋２）×３＝２９［ｓｅｃ］で実施できる。従って、短
時間のスキャンでＭＴＴが得られるため、患者や操作者
に対する時間的負担を軽減することが可能である。
【００７９】なお、本スキャンシーケンスへの切替につ
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いては、造影剤がスキャン断面内に行き渡ったことをモ
ニタリングスキャンにて確認した後に、操作者が所望の
タイミングで操作パネルのスイッチにアクションを起こ
すことで、あるいは事前に組んだプログラムに従って所
定の時間に自動的に、ＭＴＴ解析用のスキャンシーケン
スが始まることが好ましい。しかし、この自動切替に限
らず、操作者のマニュアル操作によって実行される構成
でもよい。この場合、例えば初期状態からモニタリング
用スキャンヘの切替、最初の飽和値データ収集を、操作
者がアクティブにコントロールできるように、操作パネ
ルのスイッチを押すことで動作させる構成等が考えられ
る。
【００８０】また、本スキャンシーケンスにおいて、前
述したように図７の時刻ｔ１からｔ２の間に、微小気泡
を崩壊、消失させないような低音圧スキャン、すなわち
モニタリングスキャンをすることによって、造影剤の動
的状態をリアルタイムで観察することが可能である。
【００８１】図８は、モニタリングモード（Monitor Mo
de）を利用したＴＩＣ・ＭＴＴ計測を説明するための図
である。図８に示すように、時刻ｔ１からｔ２の間にモ
ニタリングスキャンを行い、得られたフレームデータを
メモリなどの記憶媒体に記憶させておき、ＴＩＣ解析を
行っても良い。また、間歇送信間隔を徐々に変えて得ら
れたＴＩＣと同時に表示しても良い。但し、縦軸の信号
強度スケールが異なると比較検討が困難なので、両者と
もそれぞれの飽和値で規格化した後、同スケールで表示
することが必要である。
【００８２】このモニタリングスキャンに基づくＴＩＣ
は、低Ｓ／Ｎではあるものの、ＴＩＣを飽和値で規格化
したものと、間歇送信間隔を徐々に変えて得られたＴＩ
Ｃを飽和値で規格化したものは、理想的には同じような
挙動を示し、類似した曲線を描くと推定される。但し、
音場や造影剤の濃度や造影剤の種類などにより、モニタ
リング時に微小気泡が崩壊、消失する場合もある。その
場合、両者のＴＩＣ立ち上がり部分の傾きが異なるの
で、逆にモニタリング時の音圧制御の指標として利用し
てもよい。
【００８３】本シーケンスに従えば、超音波造影剤を用
いたＭＴＴ解析において、精度および信頼性の向上、検
査時間短縮を図ることが可能である。その結果、効果的
で効率の良い評価が行え、患者および操作者に負担を小
さくするので、スループットを上げることが可能とな
る。
【００８４】（有効情報抽出機能）次に、本実施形態に
係る超音波診断装置１００が有する、有効情報抽出機能
について説明する。本超音波診断装置１００は、当該機
能によって抽出されたエコー信号に対し、ＴＩＣ・ＭＴ
Ｔ計測を行う。なお、本有効情報抽出機能については、
特願２０００－０１３５６３に詳しく開示されている。
【００８５】一般に、１回のスキャンで、断面内に存在
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する微小気泡の崩壊、消失が困難であっても、数フレー
ムのスキャンを行うマルチショットを用いることで、効
果的にスキャン断面内のほとんどの微小気泡を崩壊させ
ることが可能である。これは、マルチショットで得られ
た全てのフレームデータの情報を用いれば、マルチショ
ットの時間内に、断面に存在していたほとんど全ての微
小気泡の情報が得られることを意味している。
【００８６】そこで、マルチショットによって得られた
フレームデータの情報を各座標毎に加算し、造影剤およ
び生体軟組織からの２次高調波成分に関する積分情報を
求め、マルチショットの最後のフレームデータを用いて
生体軟組織からの２次高調波成分の累積値を差し引くこ

18
とで、有効な造影剤の情報のみを抽出し、１枚のフレー
ムデータとして得ることができる。これが有効情報抽出
処理であり、本実施形態では、フレーム毎のＲＦデータ
に基づいて次の様に実行される。
【００８７】図９は、有効情報抽出処理を説明するため
の概念図である。例えば、図９に示すように、マルチシ
ョット数を４とした場合、間歇送信ｎ番目のマルチショ
ットｉ番目のフレームデータをＦ（ｎ，ｉ）（本例で
は、ｉ＝１，２，３，４の値を取る）とすると、間歇送
信ｎ番目に対する有効情報抽出処理を受けたフレームデ
ータＦｎは

    Ｆｎ＝Ｆ(n,1)＋Ｆ(n,2)＋Ｆ(n,3)－Ｆ(n,4)×３  
        （１）と表される。あるいは拡張して、
    Ｆｎ＝ｐｓ［Ｆ(n,1)－Ｆ(n,4）］＋ｐｓ［Ｆ(n,2)－Ｆ(
n,4）］
          ＋ｐｓ［Ｆ(n,3)－Ｆ(n,4）］                      （
２）

と表される。なお、関数ｐｓ［  ］は事前に操作者ある
いは装置に指定された処理を行う。例えばｐｓ［  ］が
数式演算における括弧の処理を与えられた場合、式
（１）と等価になる。
【００８８】あるいは、シャドーイングが発生する場
合、式（１）では無信号部から組織のハーモニックを差
し引くことになるためにＦｎが負値になる場合があり、
本来造影剤により信号が増強されるため正値をとること
に反して定量性を損なうことがある。この様な場合に
は、式（２）を利用し、ｐｓ［  ］は閾値（例えば零）
以下の値を零に置き換える処理を行わせることが好まし
い。
【００８９】その他の処方としては、前後のフレーム間
の差分をとり、ある閾値（例えば零）以下の値を前述同
様に零に置き換えた後、平均あるいは標準偏差などの統
計値を演算する。これらの統計値を利用し、充分に微小
気泡が消失・崩壊された評価対象に足る領域を枠線また
はカラー（不透明または透明）にて評価可能エリアとし
て指定し、評価値の信頼性を上げる。例えば、平均値の
７割以上の値を持つ領域を評価可能領域とする。但し、
前記何割以上などの数値は実験や経験などにより適切に
決定される。また、指定された評価対象ＲＯＩが評価対
象である全ての間歇送信によって得られたフレームデー
タに渡り、評価可能領域内に存在するか判定し、評価可
能領域内にあるときのみ定量評価を実施するが、あらか
じめ評価対象である全ての間歇送信によって得られたフ
レームデータに渡り積をとった領域を表示しても良い。
【００９０】なお、ＴＩＣを得るためのスキャン中に、
操作者の手ぶれや被検体の体動（呼吸も含む）により、
走査断面がずれることも想定されるので、フレームデー
タの取捨選択の編集機能を有することが好ましい。
【００９１】以上の処理によって、対象とするスキャン
断面内の微小気泡の情報を効率よく抽出したフレーム毎
のＲＦデータ群が取得される。ＣＰＵ２０は、フレーム

毎のＲＦデータ群に基づいて、例えば操作者により設定
された評価エリア内の代表値を演算し、ＴＩＣ・ＭＴＴ
計測部２５を制御してＴＩＣ・ＭＴＴ計測を実行する。
【００９２】以上述べた構成によれば、造影剤の注入量
が多い或いは濃度が高い場合であっても、血流パフュー
ジョンの検出およびそのパフュージョンの定量評価を、
圧縮処理前のＲＦデータを用いて容易且つ効果的に行う
ことができる。
【００９３】（第２の実施形態）第２の実施形態では、
ＩＱデータ（レシーバ部７により位相検波され、Ｂモー
ドユニット３０或いはＣＦＭユニットによる処理前のデ
ータ）に基づいてＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理を実行する超
音波装置１０２を示す。
【００９４】図１０は、本実施形態に係る超音波診断装
置１０２のブロック構成図を示している。図１０におい
て、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、位相検波を受けたＩ
Ｑデータをレシーバ部７から入力し、ＴＩＣ・ＭＴＴ計
測処理を実行する。このＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理は、第
１の実施形態と同様である。また、ＩＱデータを利用し
た有効情報抽出処理についても、第１の実施形態と同様
にして実行することが可能である。
【００９５】この様な構成によっても、第１の実施形態
と同様の効果を得ることができる。また、第２の実施形
態では、高速演算やハードウェアの制約により、ＩＱデ
ータのデータ長がＲＦデータに比べ短くなっている（情
報が減っている）場合もある。この場合、演算量を削減
することが可能である。また、レシーバ部７を使うこと
により、所望の周波数成分を抽出できるメリットがあ
る。
【００９６】（第３の実施形態）第３の実施形態は、Ｂ
モード検波データ（包絡線検波回路３０Ａにより包絡線
検波を受けたが、対数変換器３０Ｂにより対数変換を受
ける前のデータ）に基づいてＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理を
実行する例である。
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【００９７】図１１は、本実施形態に係る超音波診断装
置１０４のブロック構成図を示している。図１１におい
て、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、包絡線検波回路３０
Ａにより包絡線検波を受けたＢモード検波データをＢモ
ードユニット３０から入力し、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理
を実行する。このＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理は、第１の実
施形態と同様である。また、Ｂモード検波データを利用
した有効情報抽出処理についても、第１の実施形態と同
様にして実行することが可能である。
【００９８】この様な構成によっても、第１の実施形態
と同様の効果を得ることができる。
【００９９】なお、実際には、Ｂモード検波データは、
位相情報が落ちた振幅情報である。そのため、ＲＦデー
タに比して十分にデータ長が短くなり、実用上演算量が
削除される。また、対数変換器３０によるデータ圧縮を
受けていないので、圧縮処理による情報量の減少は発生
しない。
【０１００】（第４の実施形態）第４の実施形態は、Ｂ
モードラスタデータ（Ｂモードユニット３０により包絡
線検波及び対数変換を受け、ＤＳＣ部８により直交変換
を受ける前のデータ）に基づいてＴＩＣ・ＭＴＴ計測処
理を実行する例である。すなわち、第１乃至第３の実施
形態では、対数変換前（すなわち、圧縮前）のエコー信
号に基づいてＴＩＣ・ＭＴＴ計測を行う構成であった
が、第２の実施形態は、レシーバ部７での処理を受けた
検波信号に逆対数変換処理を施して再び対数圧縮前の輝
度情報を引き出して、ＴＩＣ・ＭＴＴ処理を行う例を示
す。
【０１０１】図１２は、本実施形態に係る超音波診断装
置１０６のブロック構成図を示している。図１２に示す
ように、超音波診断装置１０６は、逆対数変換器２６を
さらに有している。この逆対数変換器２６は、Ｂモード
ユニット３０から対数変換後のＢモードラスタデータを
入力し、逆対数変換を行う。逆逆対数変換によって復調
され、線型な信号強度をもつエコー信号に還元されたデ
ータは、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５に出力される。ＴＩ
Ｃ・ＭＴＴ計測部２５は、入力したエコー信号に基づい
て、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測を実行する。
【０１０２】ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、逆対数変換
後のデータに基づいて、第１の実施形態と同様のＴＩＣ
・ＭＴＴ計測処理を実行する。
【０１０３】なお、対数変換後のＢモードラスタデータ
を利用した有効情報抽出処理については、次の様であ
る。すなわち、逆対数変換器２６は、所定の操作に応答
してＢモードユニット３０からＢモードラスタデータを
入力し、逆対数変換を行う。この逆対数変換器２６によ
る逆対数変換によって復調されたエコー信号は、ＴＩＣ
・ＭＴＴ計測部２５に出力される。ＴＩＣ・ＭＴＴ計測
部２５は、入力したエコー信号に基づいて、操作者によ
って指定された評価エリアにおける代表値（例えば平均
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値等）を演算し、各第行値に基づいてＴＩＣ・ＭＴＴ計
測を実行する。
【０１０４】この様な構成によっても、第１の実施形態
と同様の効果を得ることができる。また、ハードウェア
の制約のため、第１～第３の実施形態が困難であり、対
数変換され圧縮されたＢモードラスタデータを利用する
場合であっても、逆対数変換器２６により線型のデータ
に変換されれば、ＴＩＣ立ち上がり部分で直線フィッテ
ィングが可能となり、回帰演算が容易になる。
【０１０５】（第５の実施形態）第５の実施形態は、Ｂ
モード直交変換データ（ＢモードＤＳＣ部８により直交
座標変換を受けたデータ）に基づいてＴＩＣ・ＭＴＴ計
測処理を実行する例である。
【０１０６】図１３は、本実施形態に係る超音波診断装
置１０８のブロック構成図を示している。図１３におい
て、逆対数変換器２６は、ＢモードＤＳＣ部８からＢモ
ード直交変換データを入力し、逆対数変換を行う。この
逆対数変換器２６による逆対数変換によって線型な信号
強度に戻されたエコー信号は、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２
５に出力される。ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５は、入力し
たエコー信号に基づいて、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測を実行す
る。このＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理は、第１の実施形態と
同様である。
【０１０７】なお、対数変換後のＢモード直交変換デー
タを利用した有効情報抽出処理については、次の様であ
る。すなわち、逆対数変換器２６は、所定の操作に応答
してＢモードＤＳＣ部８からＢモード直交変換データを
入力し、逆対数変換を行う。この逆対数変換器２６によ
る逆対数変換によって復調されたエコー信号は、ＴＩＣ
・ＭＴＴ計測部２５に出力される。ＴＩＣ・ＭＴＴ計測
部２５は、入力したエコー信号に基づいて、操作者によ
って指定された評価エリアにおける代表値（例えば平均
値等）を演算し、各第行値に基づいてＴＩＣ・ＭＴＴ計
測を実行する。
【０１０８】この様な構成によっても、第１の実施形態
と同様の効果を得ることができる。また、ハードウェア
の制約のため、第１～第３の実施形態が困難であり、対
数変換され圧縮されたＢモードラスタデータを利用する
場合であっても、逆対数変換器２６により線型のデータ
に変換されれば、ＴＩＣ立ち上がり部分で直線フィッテ
ィングが可能となり、回帰演算が容易になる。
【０１０９】なお、以上述べた第２乃至第５の各実施形
態に係る超音波診断装置においても、第１の実施形態で
述べた補正機能が実現可能であることは言うまでもな
い。
【０１１０】また、複数の超音波診断装置の形態を示し
たが、演算精度の観点から、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測処理に
ついては、できるだけ前段に設けられたユニットからの
出力信号を用いるのが好ましい。後段に設けられたユニ
ットになるほど、その出力信号のデータ情報量は低下す
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るからである。
【０１１１】以上、本発明を実施形態に基づき説明した
が、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各
種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら
変形例及び修正例についても本発明の範囲に属するもの
と了解され、その要旨を変更しない範囲で種々変形可能
である。
【０１１２】また、上記実施形態には種々の段階の発明
が含まれており、開示される複数の構成要件における適
宜な組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例え
ば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要
件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で
述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられてい
る効果の少なくとも１つが得られる場合には、この構成
要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【０１１３】
【発明の効果】以上本発明によれば、深さによる影響を
低減し、短時間のスキャンで精度よく且つ再現性の高い
ＭＴＴを得ることができる超音波診断装置を実現でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０
０のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、超音波診断装置１００が実行するＴＩ
Ｃ・ＭＴＴ計測の処理手順を示したフローチャートであ
る。
【図３】図３は、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測の処理によって得
られたＴＩＣ及びＭＴＴを説明するための概念図であ
る。
【図４】図４は、ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部２５が計測可能
な生体情報ＭＴＢ（Mean Transit Beat）を示した概念
図である。
【図５】図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、得られたＭＴ
Ｔに対して行う補正処理を説明するための概念図であ
る。図５（ａ）は、スライス厚方向ビームプロファイル
模式図である。図５（ｂ）は、図５（ａ）中Ａ及びＢの
それぞれの位置からのエコー信号によって計測されたＴ
ＩＣ（規格化前及び規格化後）を示した図である。図５
（ｃ）は、図５（ｂ）から得られるＭＴＴを示した図で
ある。
【図６】図６は、ＴＩＣ或いはＭＴＴによって評価可能
なエリアを説明するための概念図である。
【図７】図７は、本超音波診断装置が実行するスキャン
シーケンスと、当該スキャンシーケンスによって得られ
たエコー信号に基づいて計測されたＴＩＣを説明するた
めの概念図である。
【図８】図８は、モニタリングモードを利用したＴＩＣ
・ＭＴＴ計測を説明するための概念図である。
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【図９】図９は、有効情報抽出処理を説明するための概
念図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る超音波診断
装置１００のブロック構成図を示している。
【図１１】図１１は、第３の実施形態に係る超音波診断
装置１０４のブロック構成図を示している。
【図１２】図１２は、第４の実施形態に係る超音波診断
装置１０６のブロック構成図を示している。
【図１３】図１３は、第５の実施形態に係る超音波診断
装置１０８のブロック構成図を示している。
【図１４】図１４は、ＭＴＴを説明するための図であ
る。
【符号の説明】
１…ＥＣＧ
２…アンプ
３…参照データメモリ
４…超音波プローブ
５…超音波受信部
５Ａ…プリアンプ
５Ｂ…受信遅延回路
５Ｃ…加算器
６…超音波送信部
６Ａ…パルス発生器
６Ｂ…送信遅延回路
６Ｃ…パルサ
７…レシーバ部
８…Ｂモードディジタルスキャンコンバータ部
９…ＣＦＭユニット
１０…ＣＦＭディジタルスキャンコンバータ部
１１…メモリ合成部
１２…フレームメモリ
１３…マウス
１４…トラックボール
１５…操作パネル
１６…モード切替スイッチ
１８…タイミング信号発生器
１９…トリガ信号発生器
２０…制御回路（ＣＰＵ）
２１…表示部
２２…装置本体
２５…ＴＩＣ・ＭＴＴ計測部
２６…逆対数変換器
２７…記憶部
３５…入力装置
１００…超音波診断装置
７０１…対数変換器
７０２…包絡線検波回路
７０３…Ａ／Ｄ変換器
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摘要(译)

解决的问题：提供一种超声波诊断设备，该超声波诊断设备能够通过在
短时间内扫描而获得高精度和高再现性的MTT，同时减小深度的影响。 
超声波传输单元6将具有多次破坏造影剂的强度的超声波脉冲传输至被施
用造影剂的对象的一个​​扫描表面。 超声波接收单元5基于来自被检体的
超声波脉冲接收回波信号组，并且通过加法器5C将回波信号组相加以生
成多个RF数据。 TIC / MTT测量单元25基于多个RF数据测量亮度变化曲
线（TIC），基于亮度变化曲线测量血流的平均通过时间（MTT），并显
示显示单元21。 显示。
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